
質問検査権に関する条⽂および法令解釈通達・事務運営指針の規定等 
 
国税通則法第７４条の２（当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権） 
国税庁、国税局若しくは税務署（以下「国税庁等」という。）⼜は税関の当該職員（税関の当該職
員にあつては、消費税に関する調査（第百三⼗⼀条第⼀項（質問、検査⼜は領置等）に規定する
犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。）を⾏う場合に限る。）は、所得税、法⼈税、地⽅
法⼈税⼜は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当
該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件（税関の当該職員が⾏う
調査にあつては、課税貨物（消費税法第⼆条第⼀項第⼗⼀号（定義）に規定する課税貨物をいう。
第四号イにおいて同じ。）⼜はその帳簿書類その他の物件とする。）を検査し、⼜は当該物件（その
写しを含む。次条から第七⼗四条の六まで（当該職員の質問検査権）において同じ。）の提⽰若しく
は提出を求めることができる。 
⼀ 所得税に関する調査 次に掲げる者 
イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者⼜は同
法第百⼆⼗三条第⼀項（確定損失申告）、第百⼆⼗五条第三項（年の中途で死亡した場合の
確定申告）若しくは第百⼆⼗七条第三項（年の中途で出国をする場合の確定申告）（これらの規
定を同法第百六⼗六条（⾮居住者に対する準⽤）において準⽤する場合を含む。）の規定による申
告書を提出した者 
ロ 所得税法第⼆百⼆⼗五条第⼀項（⽀払調書）に規定する調書、同法第⼆百⼆⼗六条第⼀項
から第三項まで（源泉徴収票）に規定する源泉徴収票⼜は同法第⼆百⼆⼗七条から第⼆百⼆⼗
⼋条の三の⼆まで（信託の計算書等）に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者 
ハ イに掲げる者に⾦銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務がある
と認められる者⼜はイに掲げる者から⾦銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若し
くは当該権利があると認められる者 
⼆ 法⼈税⼜は地⽅法⼈税に関する調査 次に掲げる者 
イ 法⼈（法⼈税法第⼆条第⼆⼗九号の⼆（定義）に規定する法⼈課税信託の引受けを⾏う個
⼈を含む。第四項において同じ。） 
ロ イに掲げる者に対し、⾦銭の⽀払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者⼜は⾦銭の
⽀払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者 
三 消費税に関する調査（次号に掲げるものを除く。） 次に掲げる者 
イ 消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者⼜は同
法第四⼗六条第⼀項（還付を受けるための申告）の規定による申告書を提出した者 
ロ イに掲げる者に⾦銭の⽀払若しくは資産の譲渡等（消費税法第⼆条第⼀項第⼋号に規定する資
産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。）をする義務があると認められる者⼜はイに掲げる者から
⾦銭の⽀払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者 
四 消費税に関する調査（税関の当該職員が⾏うものに限る。） 次に掲げる者 



イ 課税貨物を保税地域から引き取る者 
ロ イに掲げる者に⾦銭の⽀払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者⼜はイに掲げる者
から⾦銭の⽀払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者 
２ 分割があつた場合の前項第⼆号の規定の適⽤については、分割法⼈（法⼈税法第⼆条第⼗⼆
号の⼆に規定する分割法⼈をいう。次条第三項において同じ。）は前項第⼆号ロに規定する物品の譲
渡をする義務があると認められる者に、分割承継法⼈（同法第⼆条第⼗⼆号の三に規定する分割承
継法⼈をいう。次条第三項において同じ。）は前項第⼆号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があ
ると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。 
３ 分割があつた場合の第⼀項第三号⼜は第四号の規定の適⽤については、消費税法第⼆条第⼀
項第六号に規定する分割法⼈は第⼀項第三号ロ⼜は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務
があると認められる者と、同条第⼀項第六号の⼆に規定する分割承継法⼈は第⼀項第三号ロ⼜は第
四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。 
４ 第⼀項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局⼜は税務署の当該職員は、法⼈税⼜は
地⽅法⼈税に関する調査にあつては法⼈の納税地の所轄国税局⼜は所轄税務署の当該職員（連
結親法⼈の各連結事業年度の連結所得に対する法⼈税若しくは連結親法⼈の地⽅法⼈税に関する
調査に係る連結⼦法⼈⼜は当該連結⼦法⼈に係る同項第⼆号ロに掲げる者に対する同項の規定に
よる質問、検査⼜は提⽰若しくは提出の要求にあつては連結親法⼈の納税地の所轄国税局⼜は所轄
税務署の当該職員及び当該連結⼦法⼈の本店⼜は主たる事務所の所在地の所轄国税局⼜は所轄
税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法⼈に対する同項の規定による質問、検査⼜は提⽰
若しくは提出の要求にあつては連結⼦法⼈の本店⼜は主たる事務所の所在地の所轄国税局⼜は所
轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局⼜は所轄税務署以外の国税局⼜は税務署の所轄区
域内に本店、⽀店、⼯場、営業所その他これらに準ずるものを有する法⼈に対する法⼈税⼜は地⽅法
⼈税に関する調査にあつては当該国税局⼜は税務署の当該職員を、それぞれ含む。）に、消費税に
関する調査にあつては消費税法第⼆条第⼀項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局⼜
は所轄税務署の当該職員（納税地の所轄国税局⼜は所轄税務署以外の国税局⼜は税務署の所
轄区域内に住所、居所、本店、⽀店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第⼀項第三
号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局⼜は税務署の当該職員を含む。）
に、それぞれ限るものとする。 
 
 
国税通則法第７４条の３（当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権） 
国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収
⼜は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査⼜は徴収の区分に応じ、
当該各号に定める者に質問し、第⼀号イに掲げる者の財産若しくは第⼆号イからハまでに掲げる者の⼟
地等（地価税法第⼆条第⼀号（定義）に規定する⼟地等をいう。以下この条において同じ。）若し
くは当該財産若しくは当該⼟地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、⼜は当該物件の提⽰若



しくは提出を求めることができる。 
⼀ 相続税若しくは贈与税に関する調査⼜は相続税若しくは贈与税の徴収 次に掲げる者 
イ 相続税法の規定による相続税⼜は贈与税の納税義務がある者⼜は納税義務があると認められる
者（以下この号及び次項において「納税義務がある者等」という。） 
ロ 相続税法第五⼗九条（調書の提出）に規定する調書を提出した者⼜はその調書を提出する義
務があると認められる者 
ハ 納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者⼜は債権若しくは債務を
有すると認められる者 
ニ 納税義務がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法⼈⼜は株主若しくは出資者であ
ると認められる法⼈ 
ホ 納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者⼜は財産を譲渡する義務があると認め
られる者 
ヘ 納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者⼜は財産を譲り受ける権利があると認め
られる者 
ト 納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者⼜はその財産を保管すると認められる者 
⼆ 地価税に関する調査 次に掲げる者 
イ 地価税法の規定による地価税の納税義務がある者⼜は納税義務があると認められる者 
ロ イに掲げる者に⼟地等の譲渡（地価税法第⼆条第⼆号に規定する借地権等の設定その他当該
⼟地等の使⽤⼜は収益をさせる⾏為を含む。ロにおいて同じ。）をしたと認められる者若しくはイに掲げる
者から⼟地等の譲渡を受けたと認められる者⼜はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者 
ハ イに掲げる者の有する⼟地等を管理し、⼜は管理していたと認められる者 
２ 国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査⼜は当
該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証⼈の作成した公正証書の原本のうち
当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、⼜はその内容について公証⼈に質問することが
できる。 
３ 分割があつた場合の第⼀項第⼆号の規定の適⽤については、分割法⼈は同号ロに規定する⼟地
等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法⼈は同号ロに規定する⼟地等の譲渡を受けたと認められ
る者に、それぞれ含まれるものとする。 
４ 第⼀項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局⼜は税務署の当該職員は、地価税に関
する調査にあつては、⼟地等を有する者の納税地の所轄国税局⼜は所轄税務署の当該職員（納税
地の所轄国税局⼜は所轄税務署以外の国税局⼜は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、⽀
店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第⼆号イに掲げる者に対する地価税に関
する調査にあつては、当該国税局⼜は税務署の当該職員を含む。）に限るものとする。 
 
 
国税通則法第７４条の７（提出物件の留置き） 



国税庁等⼜は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出され
た物件を留め置くことができる。 
 
 
国税通則法第７４条の８（権限の解釈） 
第七⼗四条の⼆から前条まで（当該職員の質問検査権等）の規定による当該職員の権限は、犯罪
捜査のために認められたものと解してはならない。 
 
 
国税通則法第７４条の９（納税義務者に対する調査の事前通知等） 
税務署⻑等（国税庁⻑官、国税局⻑若しくは税務署⻑⼜は税関⻑をいう。以下第七⼗四条の⼗⼀
（調査の終了の際の⼿続）までにおいて同じ。）は、国税庁等⼜は税関の当該職員（以下同条まで
において「当該職員」という。）に納税義務者に対し実地の調査（税関の当該職員が⾏う調査にあつ
ては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に⾏うもの⼜は国際観光旅客税について⾏うも
のに限る。以下同条までにおいて同じ。）において第七⼗四条の⼆から第七⼗四条の六まで（当該職
員の質問検査権）の規定による質問、検査⼜は提⽰若しくは提出の要求（以下「質問検査等」とい
う。）を⾏わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者（当該納税義務者について税務代理⼈があ
る場合には、当該税務代理⼈を含む。）に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 
⼀ 質問検査等を⾏う実地の調査（以下この条において単に「調査」という。）を開始する⽇時 
⼆ 調査を⾏う場所 
三 調査の⽬的 
四 調査の対象となる税⽬ 
五 調査の対象となる期間 
六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 
七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項 
２ 税務署⻑等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第⼀
号⼜は第⼆号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよ
う努めるものとする。 
３ この条において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
⼀ 納税義務者 第七⼗四条の⼆第⼀項第⼀号イ、第⼆号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第七
⼗四条の三第⼀項第⼀号イ及び第⼆号イに掲げる者、第七⼗四条の四第⼀項並びに第七⼗四条の
五第⼀号イ及びロ、第⼆号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ、第五号イ並びに第六号イの
規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七⼗四条の六第⼀項第⼀
号イ及び第⼆号イに掲げる者 
⼆ 税務代理⼈ 税理⼠法第三⼗条（税務代理の権限の明⽰）（同法第四⼗⼋条の⼗六（税
理⼠の権利及び義務等に関する規定の準⽤）において準⽤する場合を含む。）の書⾯を提出してい



る税理⼠若しくは同法第四⼗⼋条の⼆（設⽴）に規定する税理⼠法⼈⼜は同法第五⼗⼀条第⼀
項（税理⼠業務を⾏う弁護⼠等）の規定による通知をした弁護⼠若しくは同条第三項の規定による
通知をした弁護⼠法⼈ 
４ 第⼀項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲
げる事項以外の事項について⾮違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を
⾏うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等につい
ては、適⽤しない。 
５ 納税義務者について税務代理⼈がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財
務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第⼀項の規定による通知は、当該税務
代理⼈に対してすれば⾜りる。 
６ 納税義務者について税務代理⼈が数⼈ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理
⼈のうちから代表する税務代理⼈を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これら
の税務代理⼈への第⼀項の規定による通知は、当該代表する税務代理⼈に対してすれば⾜りる。 
 


